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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単な構成で封筒などの袋状シート材を適切に
給送できる給紙カセットを提供する。
【解決手段】給紙カセットは、シート材を収容するカセ
ット本体と、カセット本体内に昇降可能に設けられるシ
ート材載置板１１０とを備える。このシート材載置板は
、シート材の搬送方向下流側の端部を支持する支持面１
１０ａにおいて、袋状シート材２００の幅方向端部に対
応する位置に、袋状シート材の幅方向端部の入り込みを
許容する切欠き部１２２を有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピックアップローラによって送り出されるシート材を収容する給紙カセットであって、
　袋状シート材を含む前記シート材を収容するカセット本体、および
　前記カセット本体内に昇降可能に設けられ、上面に載置された前記シート材の搬送方向
下流側の端部を前記ピックアップローラに向けて押し上げるシート材載置板を備え、
　前記シート材載置板は、前記シート材の前記搬送方向下流側の端部を支持する支持面に
おいて、前記ピックアップローラの少なくとも駆動側の前記袋状シート材の幅方向端部に
対応する位置に、当該袋状シート材の幅方向端部の入り込みを許容する切欠き部を有する
、給紙カセット。
【請求項２】
　前記切欠き部は、前記袋状シート材の幅方向両端部に対応する位置のそれぞれに形成さ
れる、請求項１記載の給紙カセット。
【請求項３】
　前記シート材の幅方向における前記切欠き部の外縁は、前記シート材載置板の前記幅方
向における中央から７０ｍｍ以内の位置に配置される、請求項１または２記載の給紙カセ
ット。
【請求項４】
　前記シート材の幅方向における前記切欠き部の内縁側の前記支持面に取り付けられ、突
端が自由端となるように当該切欠き部の外縁側に向かって突出するシート状の弾性部材を
さらに備える、請求項１から３のいずれかに記載の給紙カセット。
【請求項５】
　前記カセット本体に前記シート材の幅方向に移動可能に設けられ、当該シート材の幅方
向の側端位置を規制する一対の横ガイド、および
　前記シート材載置板に設けられ、前記一対の横ガイドの移動と連動して前記切欠き部に
対して出没自在な移動支持部材を備える、請求項１から４のいずれかに記載の給紙カセッ
ト。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の給紙カセット、および
　前記給紙カセットからピックアップローラによって送り出されたシート材上に画像を形
成する画像形成部を備える、画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は給紙カセットおよび画像形成装置に関し、特にたとえば、封筒および薬袋な
どの袋状シート材に対応可能な、給紙カセットおよび画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の給紙カセットとして、シート材の搬送方向下流側の端部をピックアップローラに
向けて押し上げるシート材載置板（回動板）を備え、シート材載置板によって押し上げた
シート材をピックアップローラによって送り出す方式の給紙カセットが公知である。この
ような給紙カセットにおいては、Ａ４用紙などの普通紙だけでなく、封筒および薬袋など
の袋状シート材にも対応できるものが要望されている。
【０００３】
　ここで、普通紙の場合には、給紙カセットからの送り出し時にピックアップローラで押
え付けてもフラットな状態を維持できる。ところが、図１４に示すように、シート材載置
板１上に載置されるシート材が袋状シート材２の場合、袋状シート材２は内部に空気層を
有するため、ピックアップローラ３で押さえ付けた中央部分は沈み込むが、端部は空気層
が残って浮き上がる状態となる。この現象は、袋状シート材２の積載数が多くなるほど顕
著となる。このため、袋状シート材２の端部がピックアップローラ３の駆動側の部材４な
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どに引っ掛かり、袋状シート材２を適切に給送できない事態が生じる。
【０００４】
　これに対して、特許文献１には、リフト式の底板（シート材載置板）を幅方向に３分割
し、シート材の積載高さの偏りに応じて底板部片のリフト高さを変更することで、袋状シ
ート材の搬送方向前側の最上面を均一な高さに維持する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２６３１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術では、３分割したシート材載置板のリフト高さを異な
らせるために、形状の異なる３つのカムを幅方向に並べて配置する必要があり、構造が複
雑化する。また、シート材載置板の下にカムを設けるので、給紙カセットの高さ寸法が大
きくなってしまう、或いは、給紙カセット内に収容可能なシート材枚数が減ってしまう。
【０００７】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、給紙カセットおよび画像形成装置を提
供することである。
【０００８】
　この発明の他の目的は、簡単な構成で袋状シート材を適切に給送できる、給紙カセット
および画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、ピックアップローラによって送り出されるシート材を収容する給紙カセ
ットであって、袋状シート材を含むシート材を収容するカセット本体、およびカセット本
体内に昇降可能に設けられ、上面に載置されたシート材の搬送方向下流側の端部をピック
アップローラに向けて押し上げるシート材載置板を備え、シート材載置板は、シート材の
搬送方向下流側の端部を支持する支持面において、ピックアップローラの少なくとも駆動
側の袋状シート材の幅方向端部に対応する位置に、当該袋状シート材の幅方向端部の入り
込みを許容する切欠き部を有する、給紙カセットである。
【００１０】
　第１の発明では、カセット本体内に収容した袋状シート材をピックアップローラによっ
て送り出すとき、袋状シート材のピックアップローラ駆動側の端部が切欠き部に入り込む
ことで、袋状シート材のピックアップローラ駆動側の端部の膨らみが下方に逃がされ、上
方への反り量（浮き上がり）が低減される。これにより、ピックアップローラの駆動側の
部品などに対する袋状シート材の接触が防止される。
【００１１】
　第１の発明によれば、シート材載置板に切欠き部を形成するという簡単な構成で、ピッ
クアップローラの駆動側の部品などに対する袋状シート材の接触を防止でき、カセット本
体から袋状シート材を適切に給送できる。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明に従属し、切欠き部は、袋状シート材の幅方向両端部に対応
する位置のそれぞれに形成される。
【００１３】
　第２の発明によれば、給紙カセットから袋状シート材をバランス良く給送できる。
【００１４】
　第３の発明は、第１または第２の発明に従属し、シート材の幅方向における切欠き部の
外縁は、シート材載置板の幅方向における中央から７０ｍｍ以内の位置に配置される。
【００１５】
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　第３の発明によれば、切欠き部が普通紙の給送に与える影響を抑制でき、袋状シート材
および普通紙を適切に給送できる。
【００１６】
　第４の発明は、第１から第３のいずれかの発明に従属し、シート材の幅方向における切
欠き部の内縁側の支持面に取り付けられ、突端が自由端となるように当該切欠き部の外縁
側に向かって突出するシート状の弾性部材をさらに備える。
【００１７】
　第４の発明によれば、切欠き部が普通紙の給送に与える影響を抑制でき、袋状シート材
および普通紙を適切に給送できる。
【００１８】
　第５の発明は、第１から第４のいずれかの発明に従属し、カセット本体にシート材の幅
方向に移動可能に設けられ、当該シート材の幅方向の側端位置を規制する一対の横ガイド
、およびシート材載置板に設けられ、一対の横ガイドの移動と連動して切欠き部に対して
出没自在な移動支持部材を備える。
【００１９】
　第５の発明によれば、切欠き部が普通紙の給送に与える影響を抑制でき、袋状シート材
および普通紙を適切に給送できる。
【００２０】
　第６の発明は、第１から第５のいずれかの発明に係る給紙カセット、および給紙カセッ
トからピックアップローラによって送り出されたシート材上に画像を形成する画像形成部
を備える、画像形成装置である。
【００２１】
　第６の発明によれば、第１から第５のいずれかの発明と同様の作用効果を奏し、カセッ
ト本体から袋状シート材を適切に給送できる。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によれば、シート材載置板に切欠き部を形成するという簡単な構成で、ピック
アップローラの駆動側の部品などに対する袋状シート材の接触が防止され、カセット本体
から袋状シート材を適切に給送できる。
【００２３】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う後述の
実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明の第１実施例の給紙カセットを備える画像形成装置の内部構成を示す図
解図である。
【図２】この発明の第１実施例の給紙カセットを示す斜視図である。
【図３】図２の給紙カセットのシート材載置板周辺部分を示す図解図である。
【図４】図２のシート材載置板のシート材搬送方向下流側部分を示す斜視図である。
【図５】図２のシート材載置板のシート材搬送方向下流側部分を示す平面図である。
【図６】図２のシート材載置板のシート材搬送方向下流側部分を示す側面図である。
【図７】図２の給紙カセットから袋状シート材を送り出すときの様子を示す図解図である
。
【図８】この発明の第２実施例の給紙カセットが備えるシート材載置板のシート材搬送方
向下流側部分を示す斜視図である。
【図９】図８の給紙カセットから袋状シート材を送り出すときの様子を示す図解図である
。
【図１０】この発明の第３実施例の給紙カセットのシート材搬送方向下流側部分を示す平
面図である。
【図１１】図１０のシート材載置板の移動支持部材周辺部分を示す第１斜視図である。
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【図１２】図１０のシート材載置板の移動支持部材周辺部分を示す第２斜視図である。
【図１３】図１０のシート材載置板の移動支持部材の動きを説明するための図解図である
。
【図１４】従来の給紙カセットから袋状シート材を送り出すときの様子を示す図解図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　［第１実施例］
　図１を参照して、この発明の第１実施例である給紙カセット１００は、電子写真方式に
よってシート材に画像を形成する画像形成装置１０に設けられる。詳細は後述するように
、給紙カセット１００は、画像形成装置１０の装置本体１２の下部に着脱可能に装着され
、ピックアップローラ６８によって画像形成部３０に向けて送り出される普通紙および袋
状シート材等のシート材（印刷用紙）をその内部に収容する。すなわち、この第１実施例
の給紙カセット１００および画像形成装置１０は、Ａ４用紙などの普通紙だけでなく、封
筒および薬袋などの袋状シート材にも対応できるものである。
【００２６】
　先ず、画像形成装置１０の構成について概略的に説明する。この第１実施例では、画像
形成装置１０は、複写機能、プリンタ機能、スキャナ機能およびファクシミリ機能などを
有する複合機である。
【００２７】
　図１に示すように、画像形成装置１０は、給紙カセット１００および画像形成部３０な
どを備える装置本体１２と、その上方に配置される画像読取装置１４とを含む。
【００２８】
　画像読取装置１４は、透明材によって形成される原稿載置台１６を備える。原稿載置台
１６の上方には、ヒンジ等を介して原稿押えカバー１８が開閉自在に取り付けられる。こ
の原稿押えカバー１８には、原稿載置トレイ２０に載置された原稿を画像読取位置２２に
対して１枚ずつ自動的に給紙するＡＤＦ（自動原稿送り装置）２４が設けられる。また、
図示は省略するが、原稿載置台１６の前面側には、ユーザによる印刷指示等の入力操作を
受け付けるタッチパネルおよび操作ボタン等の操作部が設けられる。
【００２９】
　また、画像読取装置１４の筐体内には、光源、複数のミラー、結像レンズおよびライン
センサ等を備える画像読取部２６が内蔵される。画像読取部２６は、原稿表面を光源によ
って露光し、原稿表面から反射した反射光を複数のミラーによって結像レンズに導く。そ
して、結像レンズによって反射光をラインセンサの受光素子に結像させる。ラインセンサ
では、受光素子に結像した反射光の輝度や色度が検出され、原稿表面の画像に基づく画像
データが生成される。ラインセンサとしては、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＩ
Ｓ（Contact Image Sensor）等が用いられる。
【００３０】
　装置本体１２には、ＣＰＵおよびメモリ等を含む制御部２８および画像形成部３０等が
内蔵される。制御部２８は、タッチパネル等の操作部への入力操作などに応じて、画像形
成装置１０の各部位に制御信号を送信し、画像形成装置１０に種々の動作を実行させる。
【００３１】
　画像形成部３０は、露光ユニット３２、現像器３４、感光体ドラム３６、クリーナユニ
ット３８、帯電器４０、中間転写ベルトユニット４２、転写ローラ４４および定着ユニッ
ト４６等を備え、給紙カセット１００または手差し給紙トレイ４８から搬送されるシート
材上に画像を形成し、画像形成済みのシート材を排紙トレイ５０に排出する。シート材上
に画像を形成するための画像データとしては、画像読取部２６で読み取った画像データま
たは外部コンピュータから送信された画像データ等が利用される。
【００３２】
　なお、画像形成装置１０において扱われる画像データは、ブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ
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）、マゼンタ（Ｍ）およびイエロー（Ｙ）の４色のカラー画像に応じたものである。この
ため、現像器３４、感光体ドラム３６、クリーナユニット３８および帯電器４０のそれぞ
れは、各色に応じた４種類の潜像を形成するように４個ずつ設けられ、これらによって４
つの画像ステーションが構成される。
【００３３】
　感光体ドラム３６は、導電性を有する円筒状の基体の表面に感光層が形成された像担持
体であり、帯電器４０は、この感光体ドラム３６の表面を所定の電位に帯電させる部材で
ある。また、露光ユニット３２は、レーザ出射部および反射ミラー等を備えたレーザスキ
ャニングユニット（ＬＳＵ）として構成され、帯電された感光体ドラム３６の表面を露光
することによって、画像データに応じた静電潜像を感光体ドラム３６の表面に形成する。
現像器３４は、感光体ドラム３６の表面に形成された静電潜像を４色（ＹＭＣＫ）のトナ
ーによって顕像化するものである。また、クリーナユニット３８は、現像および画像転写
後における感光体ドラム３６の表面に残留したトナーを除去する。
【００３４】
　中間転写ベルトユニット４２は、中間転写ベルト５２、駆動ローラ５４、従動ローラ５
６、および４つの中間転写ローラ５８などを備え、感光体ドラム３６の上方に配置される
。中間転写ベルト５２は、各感光体ドラム３６に接触するように設けられており、中間転
写ローラ５８を用いて、各感光体ドラム３６に形成された各色のトナー像を中間転写ベル
ト５２に順次重ねて転写することによって、中間転写ベルト５２上に多色のトナー像が形
成される。また、転写ローラ４４は、駆動ローラ５４との間で中間転写ベルト５２を押圧
するように設けられており、中間転写ベルト５２と転写ローラ４４との間の転写ニップ部
をシート材が通過することによって、中間転写ベルト５２に形成されたトナー像がシート
材に転写される。
【００３５】
　定着ユニット４６は、ヒートローラおよび加圧ローラを備え、転写ローラ４４の上方に
配置される。ヒートローラは、所定の定着温度となるように設定されており、ヒートロー
ラと加圧ローラとの間のニップ域をシート材が通過することによって、シート材に転写さ
れたトナー像が溶融、混合および圧接されて、シート材に対してトナー像が熱定着される
。
【００３６】
　このような装置本体１２内には、給紙カセット１００または手差し給紙トレイ４８から
給送されたシート材をレジストローラ６４、転写ローラ４４および定着ユニット４６を経
由させて排紙トレイ５０に送るための第１シート材搬送路Ｌ１が形成される。また、シー
ト材に対して両面印刷を行う際に、片面印刷が終了して定着ユニット４６を通過した後の
シート材を、転写ローラ４４のシート材搬送方向の上流側において第１シート材搬送路Ｌ
１に戻すための第２シート材搬送路Ｌ２が形成される。この第１シート材搬送路Ｌ１およ
び第２シート材搬送路Ｌ２には、シート材に対して補助的に推進力を与えるための複数の
搬送ローラ６６が適宜設けられる。
【００３７】
　また、給紙カセット１００は、装置本体１２の下部に設けられたカセット収容部に対し
て着脱可能に装着され、装置前方（正面側）に向かって引出し可能となっている。この給
紙カセット１００の具体的構成については、後述する。
【００３８】
　給紙カセット１００のシート材搬送方向下流部の上方であって、シート材幅方向（シー
ト材搬送方向と直交する方向）の中央部には、ピックアップローラ６８が設けられる。ピ
ックアップローラ６８は、給紙カセット１００内に積載されたシート材のうち、最上位の
シート材を給紙カセット１００の外部へと送り出す。ピックアップローラ６８の軸方向長
さ（シート材幅方向におけるシート材との当接長さ）は、たとえば２５ｍｍである。
【００３９】
　また、ピックアップローラ６８のシート材搬送方向下流側には、上下で対となっている
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給紙ローラ７０および分離ローラ７２が設けられる。給紙ローラ７０は、ピックアップロ
ーラ６８によって給紙カセット１００から送られてきたシート材を第１シート材搬送路Ｌ
１に送り出す。また、仮に複数のシート材が重なって送り出されてきた場合には、分離ロ
ーラ７２によって下側のシート材が捌かれることで重送が防止される。
【００４０】
　ピックアップローラ６８、給紙ローラ７０および分離ローラ７２のそれぞれは、それら
の軸部の装置背面側の一端を支持端とし、装置正面側の一端を自由端として片持ち支持さ
れる。また、ピックアップローラ６８および給紙ローラ７０の駆動機構は、これらローラ
の装置背面側に配置される。この第１実施例では、給紙ローラ７０の軸部に図示しないモ
ータが連結される。また、給紙ローラ７０とピックアップローラ６８とは、これらの装置
背面側に配置されるベルト取付部７４（図７参照）に取り付けられた駆動ベルト７６等を
介して連結される。そして、給紙ローラ７０がモータから伝達された駆動力を受けて回転
すると、これに伴いピックアップローラ６８も給紙ローラ７０と同じ方向に同じ周速で回
転する。すなわち、この第１実施例では、ピックアップローラ６８の駆動側とは、ピック
アップローラ６８の装置背面側のことである。
【００４１】
　続いて、給紙カセット１００の構成について具体的に説明する。図２および図３に示す
ように、給紙カセット１００は、シート材を収容するカセット本体１０２を備える。カセ
ット本体１０２は、上面が開口した矩形箱状に形成され、底壁１０２ａと底壁１０２ａの
前後左右の側縁から立ち上がる４つの側壁１０２ｂとを含む。また、装置前側の側壁１０
２ｂには、取っ手１０４が設けられた外装部材が取り付けられる。
【００４２】
　カセット本体１０２の底壁１０２ａには、一対の横ガイド１０６が設けられる。一対の
横ガイド１０６は、シート材の幅方向の側端位置を規制する規制部材であって、各種サイ
ズのシート材をカセット本体１０２内に収容できるように、シート材幅方向に沿って移動
可能に設けられる。この第１実施例では、一対の横ガイド１０６のそれぞれは、シート材
搬送方向に並ぶ３つの規制片とこれらの基端部を連結する連結板とを備える。そして、一
対の横ガイド１０６は、ラック＆ピニオン機構によってシート材幅方向に変位可能とされ
、一対の横ガイド１０６の一方がシート材幅方向に変位すると、ラック＆ピニオン機構の
作用により、他方が反対方向へ同じ変位量だけ変位する。また、カセット本体１０２の底
壁１０２ａには、シート材の搬送方向上流端の位置を規制する後端規制部１０８が設けら
れる。この後端規制部１０８も、各種サイズのシート材をカセット本体１０２内に収容で
きるように、シート材搬送方向に沿って移動可能に設けられる。
【００４３】
　さらに、カセット本体１０２内の底部には、シート材を載置するためのシート材載置板
１１０が昇降可能（回動可能）に設けられる。シート材載置板１１０は、上面に載置され
たシート材の搬送方向下流側の端部をピックアップローラ６８に向けて押し上げる部材で
ある。具体的には、シート材載置板１１０は、略矩形平板状に形成され、シート材搬送方
向上流側の端部に設けられる一対の支点軸１１２によって上下方向に回動可能に支持され
る。
【００４４】
　シート材載置板１１０には、横ガイド１０６の規制片および後端規制部１０８の移動可
能領域に対応する部分に開口１１４が形成される。また、シート材載置板１１０には、ピ
ックアップローラ６８と対向する位置に、つまりシート材の搬送方向下流側の端部を支持
する支持面１１０ａのシート材幅方向の中央部に、摩擦シート１１６が貼り付けられる。
摩擦シート１１６は、シート材の重送を防止するための部材であり、コルク材などの摩擦
係数の高い材料によって矩形板状に形成される。摩擦シート１１６のシート材幅方向の長
さは、たとえば４０ｍｍである。
【００４５】
　また、シート材載置板１１０のシート材搬送方向下流部の下方には、シート材載置板１
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１０を回動させるための回動機構が設けられる。回動機構は、断面略Ｌ字状のリフトプレ
ート１１８とリフトプレート１１８の基端部を支持する駆動軸１２０とを含む。この駆動
軸１２０は、給紙カセット１００が装置本体１２のカセット収容部に装着されると、ギア
等の連結部材を介してモータが連結される。リフトプレート１１８は、モータからの駆動
力を受けて駆動軸１２０が回転することで、この駆動軸１２０を支点として上下の所定方
向に回動する。シート材を給紙カセット１００から送り出すときには、シート材載置板１
１０は、その上面に載置（積載）されたシート材の搬送方向下流側の端部がピックアップ
ローラ６８と当接する位置まで、このリフトプレート１１８によって持ち上げられる。
【００４６】
　このような給紙カセット１００には、Ａ４用紙などの普通紙だけでなく、封筒および薬
袋などの袋状シート材も収容される。しかし、従来の給紙カセットでは、袋状シート材を
ピックアップローラによって送り出そうとすると、袋状シート材の端部が浮き上がる状態
となって、適切に給送できない事態が生じる（図１４参照）。
【００４７】
　そこで、この第１実施例では、シート材の搬送方向下流側の端部を支持するシート材載
置板１１０の支持面１１０ａに対して、袋状シート材の幅方向両端部のそれぞれに対応す
る位置に、袋状シート材の幅方向端部の入り込みを許容する切欠き部１２２を形成するよ
うにした。
【００４８】
　図２と共に図４～図７を参照して、切欠き部１２２は、シート材載置板１１０のシート
材搬送方向下流端から上流側にシート材搬送方向に沿って延びるように形成される。また
、特に限定されるものではないが、切欠き部１２２の幅（シート材幅方向の大きさ）Ｗ３
は、１０ｍｍ以上６０ｍｍ以下の大きさに設定することが好ましく、シート材載置板１１
０のシート材幅方向の中央から切欠き部１２２の外縁１２２ａまでの距離Ｗ１は、７０ｍ
ｍ以下の大きさに設定することが好ましい。切欠き部１２２の幅Ｗ３が１０ｍｍ未満であ
ると、袋状シート材の幅方向端部の入り込みを適切に許容できないからである。また、切
欠き部１２２の幅Ｗ３が５０ｍｍを超えたり、距離Ｗ１の大きさが７０ｍｍを超えたりす
ると、普通紙の送り出しに悪影響を及ぼす恐れがあるからである。
【００４９】
　この第１実施例では、使用頻度の高い主要な封筒である長形３号（幅１２０ｍｍ）の封
筒サイズに合わせて切欠き部１２２の位置が設定されている。たとえば、シート材載置板
１１０のシート材幅方向の中央から切欠き部１２２の外縁１２２ａまでの距離Ｗ１は、６
５ｍｍに設定され、シート材載置板１１０のシート材幅方向の中央から切欠き部１２２の
内縁１２２ｂまでの距離Ｗ２は、４０ｍｍに設定される。また、切欠き部１２２の幅Ｗ３
は、たとえば２５ｍｍに設定される。
【００５０】
　また、この第１実施例では、シート材載置板１１０のシート材搬送方向下流端部に窪み
部（段差部）１２４を形成することで、支持面１１０ａに切欠き部１２２を形成している
。これにより、シート材載置板１１０のシート材搬送方向下流端部の強度を保持しつつ、
支持面１１０ａに切欠き部１２２を形成することができる。さらに、この第１実施例では
、カセット本体１０２の底壁１０２ａには、窪み部１２４を嵌め込み可能な開口部１２６
が形成される。シート材載置板１１０を最下位置まで下げたときには、この開口部１２６
に窪み部１２４が嵌め込まれる。これにより、シート材載置板１１０を水平状態まで下げ
ることができるので、シート材を積載可能な最大枚数が減ることがない。
【００５１】
　ただし、シート材載置板１１０のシート材搬送方向下流端部を厚み方向に連通する切欠
きを形成することで、支持面１１０ａに切欠き部１２２を形成することもできる。この場
合には、底壁１０２ａに開口部１２６を形成する必要はない。
【００５２】
　このような給紙カセット１００では、カセット本体１０２内に収容した袋状シート材２
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００をピックアップローラ６８によって送り出すとき、図７に示すように、袋状シート材
２００の幅方向端部が切欠き部１２２に入り込むことで、袋状シート材２００の幅方向端
部の膨らみを下方に逃がすことができるので、上方への反り量（浮き上がり）が低減され
る。これにより、ピックアップローラ６８の駆動側の部品などに対する袋状シート材２０
０の接触が防止され、ピックアップローラ６８によって袋状シート材２００がカセット本
体１０２から適切に送り出される。この効果は、袋状シート材２００の積載数が多くなる
ほど顕著である。
【００５３】
　以上のように、第１実施例によれば、シート材載置板１１０に切欠き部１２２を形成す
るという簡単な構成で、カセット本体１０２から袋状シート材を適切に給送できる。
【００５４】
　また、袋状シート材を給紙カセット１００内に収容する際には、ユーザは、普通紙と同
様に袋状シート材を収容するだけでよく、特別な作業を要しないので、利便性が高い。
【００５５】
　［第２実施例］
　次に、図８および図９を参照して、この発明の第２実施例である給紙カセット１００に
ついて説明する。この第２実施例では、シート材載置板１１０の切欠き部１２２にシート
状の弾性部材を設ける点が上述の第１実施例と異なる。その他の部分については同様であ
るので、上述の第１実施例と共通する部分については、同じ参照番号を付し、重複する説
明は省略または簡略化する。
【００５６】
　この第２実施例では、シート状の弾性部材としてマイラシート１３０が用いられる。具
体的には、マイラシート１３０は、ポリエチレンテレフタレート等の合成樹脂によって矩
形薄板状に形成される。一方、シート材載置板１１０の支持面１１０ａには、切欠き部１
２２の内縁１２２ｂの内側（中央側）にシート取付部１３２が形成される。マイラシート
１３０は、接着材または両面テープなどを用いて、シート取付部１３２に対して切欠き部
１２２の外縁１２２ａ側に向かって突出するように取り付けられる。マイラシート１３０
は、切欠き部１２２の外縁１２２ａ近傍まで延びる大きさを有し、その突端は自由端とさ
れる。また、シート取付部１３２は、支持面１１０ａから僅かに窪むように形成され、マ
イラシート１３０の上面と支持面１１０ａとは面一にされる。マイラシート１３０の厚み
は、たとえば０.２ｍｍ～０.３ｍｍである。このようなマイラシート１３０は、外力を受
けないときには平板状であるが、所定値以上の外力が加えられると弾性変形して撓む。
【００５７】
　第２実施例の給紙カセット１００においても、カセット本体１０２内に収容した袋状シ
ート材２００をピックアップローラ６８によって送り出すときには、図９に示すように、
袋状シート材２００の幅方向端部によってマイラシート１３０が湾曲され、袋状シート材
２００の幅方向端部が切欠き部１２２に入り込む。これにより、袋状シート材２００の幅
方向端部の膨らみを下方に逃がすことができるので、上方への反り量が低減される。
【００５８】
　一方、カセット本体１０２内に収容するシート材が普通紙の場合には、マイラシート１
３０が普通紙の底面を支持することで、普通紙の意図しない切欠き部１２２への入り込み
を防止でき、ピックアップローラ６８によってカセット本体１０２から普通紙を送り出す
ときに、普通紙をフラットな状態に保つことができる。　以上のように、第２実施例によ
れば、第１実施例と同様の作用効果を奏し、簡単な構成で袋状シート材を適切に給送でき
る。また、弾性変形可能なマイラシート１３０（シート状の弾性部材）を備えるので、普
通紙をより適切に給送できる。
【００５９】
　［第３実施例］
　続いて、図１０～図１３を参照して、この発明の第３実施例の給紙カセット１００につ
いて説明する。第３実施例では、シート材載置板１１０の切欠き部１２２に対して出没自
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在である移動支持部材１４０を設けた点が上述の第１および第２実施例と異なる。その他
の部分については同様であるので、上述の第１および第２実施例と共通する部分について
は、同じ参照番号を付し、重複する説明は省略または簡略化する。なお、図１２では、移
動支持部材１４０を見易くするため、マイラシート１３０を省略して示している。
【００６０】
　この第３実施例では、シート材載置板１１０のシート材搬送方向下流端部に移動支持部
材１４０が設けられる。この移動支持部材１４０は、一対の横ガイド１０６の移動と連動
して、切欠き部１２２に張り出てシート材を支持する支持状態と、切欠き部１２２から退
避する退避状態とに変位可能に設けられる。
【００６１】
　具体的には、移動支持部材１４０は、支持片１４２と当接片１４４とを有する略Ｌ字状
の板状部材であり、上下方向に延びる回動支点１４６によって、シート材載置板１１０の
シート材搬送方向下流端部の裏面側（つまり支持面１１０ａの反対側の面）に回動可能に
支持される。支持片１４２は、切欠き部１２２の外縁部に形成された開口１４８を通って
、切欠き部１２２に対して出没する部分である。当接片１４４は、先端１４４ａが湾曲面
状に形成され、この当接片１４４の先端１４４ａが横ガイド１０６との当接面となる。ま
た、当接片１４４のシート材幅方向外側面には、当接片１４４をシート材幅方向外側に引
っ張る方向に付勢する引張コイルばね等の付勢部材１５０が連結される。
【００６２】
　このような給紙カセット１００では、図１０～図１２に示すように、一対の横ガイド１
０６が普通紙などの幅の広いシート材を規制するとき、つまり一対の横ガイド１０６が移
動支持部材１４０よりもシート材幅方向の外側に配置されるときには、移動支持部材１４
０の支持片１４２は、開口１４８から切欠き部１２２内に張り出し、マイラシート１３０
（延いてはシート材）を下方から支持する。一方、図１３に示すように、袋状シート材を
規制するために一対の横ガイド１０６をシート材幅方向内側に移動させると、一対の横ガ
イド１０６によって移動支持部材１４０の当接片１４４がシート材幅方向内側に押される
ことで、移動支持部材１４０が回動支点１４６を支点として回動して、支持片１４２が切
欠き部１２２から引っ込む。すなわち、一対の横ガイド１０６が袋状シート材を規制する
ときには、移動支持部材１４０の支持片１４２は、切欠き部１２２から退避し、これによ
り、切欠き部１２２へのマイラシート１３０および袋状シート材の入り込みが許容される
状態となる。
【００６３】
　第３実施例の給紙カセット１００においても、カセット本体１０２内に収容した袋状シ
ート材２００をピックアップローラ６８によって送り出すときには、袋状シート材２００
の幅方向端部が切欠き部１２２に入り込む。これにより、袋状シート材２００の幅方向端
部の膨らみを下方に逃がすことができるので、上方への反り量が低減される。一方、カセ
ット本体１０２内に収容するシート材が普通紙の場合には、移動支持部材１４０がマイラ
シート１３０を介して普通紙の裏面を支持することで、普通紙の意図しない切欠き部１２
２への入り込みを防止できる。
【００６４】
　以上のように、第３実施例によれば、第１実施例と同様の作用効果を奏し、簡単な構成
で袋状シート材を適切に給送できる。また、横ガイド１０６の位置に応じて切欠き部１２
２に出没可能な移動支持部材１４０を備えるので、普通紙をより適切に給送できる。
【００６５】
　なお、第３実施例の給紙カセット１００では、移動支持部材１４０は、マイラシート１
３０を介して普通紙を支持するようにしているが、移動支持部材１４０が普通紙を直接支
持してもよい。
【００６６】
　また、上述の各実施例では、切欠き部１２２を袋状シート材の幅方向両端部に対応する
位置のそれぞれに形成しているが、切欠き部１２２は、ピックアップローラ６８の少なく
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とも駆動側に設けられていればよい。袋状シート材の給送不良が生じるのは、主として、
袋状シート材の端部がピックアップローラ６８の駆動側の部材と接触することが原因だか
らである。ただし、袋状シート材をバランス良く給紙カセット１００から給送するために
は、切欠き部１２２を袋状シート材の幅方向両端部に対応する位置の双方に設けることが
好ましい。
【００６７】
　なお、給紙カセット１００が適用される画像形成装置は、複写機、ファクシミリおよび
プリンタ等のいずれか、またはこれらの少なくとも２つを組み合わせた複合機であっても
よく、また、モノクロ機であってもよい。さらに、画像形成装置の画像形成部は、電子写
真方式に限定されず、たとえば、インクジェット方式のものであってもよい。
【００６８】
　また、上で挙げた具体的な部品形状および寸法などは、いずれも単なる一例であり、製
品の仕様などの必要に応じて適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　…画像形成装置
　３０　…画像形成部
　６８　…ピックアップローラ
　７０　…給紙ローラ
　１００　…給紙カセット
　１０２　…カセット本体
　１０６　…横ガイド
　１１０　…シート材載置板
　１１６　…摩擦シート
　１１８　…リフトプレート
　１２２　…切欠き部
　１３０　…マイラシート（シート状の弾性部材）
　１４０　…移動支持部材
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